
議案第Ｔχ＿ ０３倚

ぬの施設の指定管ミ考の指定について（産業つこイヒセン クー）

地方 自治隹（昭和 ２２ 年法律第 ６７ 号） 第２ ４４ 条の ２第 ３項に規定する指

定管ミ者 として次のと おり 指定する こと について 、同条第 ６項の規定に より、

議会の議決を求める。

令和 ６年 １１ ヂ］ ２１ 日を范

記

南あわじ市長　守　 本　を　私

１　 指定管丿滉者に管ミを行わせよ うと するをの崔設の名称

南あわじ市産業ズイヒセンター

２　 指定管ミ者と なる団体

所在地　　 南あわじ市湊 １３ ４番逖

侑　 称　　 淡路 ‾瓦工業組合

代表ミ事 ＼　　帽

３　 指定の期戛

令和 ７年 ４ナｊ１ 日か ら令和１ ７年 ３１　３　１　日まで



 



【南 あわ じ市産業文化 セン ター】

指定管ＩＩ者候補者ｉｌ定に関 する資料

指定管ＩＩ者指定串請書（・し ）・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・　 ＰＩ

指定管Ｓ者候補者法人概要書・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・　 Ｐ２

指定管ＩＩを 行う施設の事業計回書 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・　 Ｐ４

指定 管ＩＩに 係る 収支 計画 書● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●　 Ｐ５

指１１管 ＩＩ業務にかかる基本協定書 Ｐ９



（要項様式２号）

指定管ＩＩ者指定串請書

あ

Ｉ

Ｉ

指定を

受けよ

うとす

る法人

名　　　称 淡路瓦工業組合

事務 所の

所　在　地
南あわじ市湊 １３４

管理を行おう とす

る公の施設の名称
南あわじ市産業文化センター

添付書類

Ｉ　 法人の活動内容、 経営状況等を説明する書類

Ｓ　 事業計Ｓ書

・　 収支計Ｓ書

□　 その他（　　　　　　　）

（事務処理欄）

－１



（要項様式３号）

法人概要書

フ　 リ　 ガ　す

法　人　名　称

アワジガワラコウギョ ウクミアイ

淡路ｍ工業組合

フ　 リ　 ガ　ナ

代　表　者　名

ウ ㎜

所　　 在　　地 わ

電　話　番　号 ＦＡ Ｘ番号 Ｉ

設立 年月日 年

主な 事業 活動

（沿 革等）

本組合は、平成１ ６年、淡路島内の１つの工業組合と４つの協同組合を
統合 して設立 し、 県下一Ｆ９の中小企業で粘土ｍ （陶器ｍ ・いぶしｍ）製
造業を行う小規模の事業者をもって組織している。

産業文化センターは、 本市の基幹ま業の一つである淡路瓦に関するぼ
史や資料を後世に伝えると とも に、 ま習研修等を通じて文化の交流が深
まる こと を目 的と して、平成２ 年に設置された施設である。
その設置理念に基づき行う管理業務を効果的かつ効率的に実施する

ため、かねて 「展示館 ・実習館」の管理運営 を受託し、平成１ ７年 へ月
１１ 日から指定管理者として適切な管ミ運営を５っている実績があり、
施設経営ノウハウが蓄積されている。

法人 の特色

Ｒ　　　　　び

経　営　方　針

本組合は、粘土ｍ製造業・ 販売業に係る中小企業者の改善発達を図る
ために必要な事業を行い、 これらの者のむｍな経済活動の機会を確保
し、 むびにその経営の安定Ｒび合ミ化を図ることを目的とする。

【組合事業】

１） 広報、宣伝事業、 ２） 指導Ｒび教育事業、
３） 資料収集Ｒび情報の発信、 ４） 技術Ｒ究、新商品開発事業

免許 ・登録等

構　成　員　数

（従 業員 数）
組合員５８事業所　構成役員 （ミ事長、副ミ事Ｒ４、ミ事９ 、監事２）

指定 管理

者制 度担

当　　者

ａ　　　　　名
・－－　 ．ｌ

ａＷ．　１
″Ｓなａ懐瓢埋・

Ｓ 担肖部署 ・役職 タ

電　話　番　号

メー ルア ドレス － ｜そ　の　ｏ－

を　 法人の組織図については、 別途添付すること

○類似施設の管ミ運営に関する実績 （民間の類似施設を含む）

施設の名称 所在地 業務の内容 管理運営の期間

南あ わじ 市産業

文化センター

南あわじ市津井

２２８５－４

南あわじ市産業文化セ ンター

（展示館 ・実習館）の管理運営

平成へ７年１ 月から

平成２７年３ 月まで

南あわじ市産業
文化センター

南あわじ市津井

２２８５－４

南あわじ市産業文化センター

（展示館 ・実習館）の管理運営

４Ｚ成２７年４月から

令和 ア年 ３月 まで

年　 月から

年　月まで

－２－



淡路Ｘ工業組合　組織図

｜【事９局ｙ】
・淡路ｎ工業組合の総務、 各種事業担当

・指定管理施設担当

－３－

副理事長

ミ事

陶器支部

副理事長

ミ事

津井支部

総会

ミ事会

理事長

理事

淡路いぶ し支部

副理事長

理事

松帆支部

監事

副理事長

阿‾乃支部

専務理事

員外理事



（要項様式６号）

事　業　計　画　書

１　運営上の基本方針

へ　 総合的な基本方針と将来展望

地場産業であるＲ産業に関する資料の展示紹介によりａ史を後悒。に伝えるとともに、実習研修

等を通じて文化の交流が深まることを目的と して、施設の管理運営業務をｉモｉ う。

２　 管理運営業務に関する基本方針、実施方法

地力自治法その他の関係法令、 南あわじ市産業文化センター条例Ｒび同施行規則を遵守する。

｜｜ 施設管Ｉｌａ営体劃と組織に関する計・

１　 適切な人員配置とその特色

施設の運営に支障のないよう職員を配置 し、 開館日における展示禄の案内Ｒび説明業務、 実回

禄の案内、予約受付、 利用料金の徴収、 講師の助手などを行う。

｜｜｜利・者へ提供するサービスの計回

１　 平等な１４Ｊ ｍの観点から、管理運営業務に おける２平・ ＵｎＥ性の確保について

むの施設であることを認識 し、 む平な管理運営を行うこととし、特定の個人や団体に対して、

有お」又は不利になるようＷ砲、扱いは行わない。

２　 サービスを向上させるための方針、 具体策

（１ ）施設１カＲび敷地内においては、 衛生管理に充分留意し、利ｍ者が安６して１』用できるよ うに

清掃を実施す る。

（２）利ｍ者が安全かつ快適にれ」用できるよう、施設Ｒび設備機器の保全及び美観を維持する。

ＩＶ 安全確保の取り組み

１　 防災等緊急時の危機管理のＲり組み

（１ ）緊急時 に備 え、 各種マニ ュアルを作成 し、 平時から職員への指導、訓練を行う。

（２ ）施設又は施設使用者に災害があっ た場合は、３速かつ適９な対応 をｌｊい、速やかに市に報告

し、 市の指示に従う。

２　 利用者の安全確保について

施設加」用者等における急な傷病等に適ｔ２］に対応できるよ う、 関係機関 （警察、 消防、医療機関

など）と連携 し、 緊急時に的確な対応を行う。

３　 個人情報保護の措置について

（１ ）個人情報のＲり扱いについては、 個人情報の保護に関する法律及び南あわ じ市個人情報の保

護に関するき律施行条例を遵守する。

（２ ）業務に関し知り 得た個人情報を他に漏 らさない。

（３）情報２開請求がなされたときは、 速やかに対応する。

－４－



（要項様式７号）

収 支 計 回 書

項目　犬　年度 Ｒ了 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１ ０－ １６ 合計 備考

収
入

指　定　管　理　料 １高００ １， ３００ １， ３００ ９， １００ １３ ，０ ００

利　 用　 料　 収　入 ５０ ５０ ５０ ３５０ ５００ 粘土体験手数料等

そ　　 の　　他

自主 事業 収入 １

収　 入　 合　計 １， ３５０ １， ３５０ １， ３５０ ９， ４５０ １３，５００

支
出

人　　　 件　　　費 ｌ， ３２０ １冷２０ １， ３２０ ９， ２４０ １３ ，２ ００ 管ミ手当給与

需
用
費

消耗 品費 ３０ ３０ ３０ ２１０ ３００ 実習に伴う材料費

光熱 水費

修　 繕　費

そ　 の　他

役　　　務　　　費

施
ヽ設
管
理
費

使用 料・ 手数料

そ　　 の　　他

自　主　事　業　費

支　 出　 合　計 Ｉ， ３５０ １， ３５０ １， ３５０ ９， ４５０ １３，５００

収　　支　　差　　額 ０ ０ ０ ０ ０

累　 計　 収　 支　額 ０ ０ ０ ０ ０

【収入増に向けたＲ組み】

瓦粘土を使ったカ ップやｍｌ、 花瓶作りなどの体験学習は収益を目的と した事業ではないが、

実習館の使用料は市Ｒ無料のため、 市外の方のお」用者増に努める。

【経費縮減に向けた取組み】
指定管理料の範囲 内で、必要最小限度の人員によ り効率よ く業務を実施する。

－　－

（ま １） 単位はＩ『千 ｜エｌ』 、会計年度は ４　ＪＥ１　１　日か ら１１年 ３Ｊ１３　１　日と します
（ま ２） Ｒ１ ０－１６年度については、 年平均額の合計額を記載。

－５－



圧三亘］
賃借筧照表

令和６年 ３ＪＥ１ ３　１日現在 単位 ・．叭

資産 の部 負債 の部

（流動資産）

現　　　金

普通 預金　淡路 信ｍ 金庫

普ぶ 預金　 ㈱み なと 銀行

普通 預金　 淡隆 信ｍ 総合

普通 預金　㈱商 工Ｍ 台中 央金庫

普通 預ｔ　㈱徳 島大 ｍ銀行

普通 預金　 あわ じ氈 農協

普通 預金　 ゆう ちよ 銀ぞｉ

産業廃棄物チ ケット

売　 掛　金

貯　 蔵　品

商　　　品

未収 入金

仮　 払　ｔ

（画 定資 産）

車　　 両　　 ま　　 搬　　獸

工　 具　 器　 具　 備　品

電　　 話　　加　　 入　　権

関　 係　 先　 ・　 資　金

４

１２ ，９ １９ ，０ １５

９７ ，５８５

２， ５１ ０涛０７

４１ ３， ８２１

８， ７９５

２９ ，３５８

５４０

１８，０５６

２４８

１５ １， ４７０

８１ ０， ６１４

４３ １， ４５０

２， ８４３， ５２９

５， ６０２， ２４４

８９８

１５０， ００３

１

２

１Ｑ，０００

１４０， ０００

（流動負債）

戛　　　 掛　　　金

曳　　　 入　　　金

床　　　 払　　　金

未払 法人 税等

９， ９６９、 ２９６

７２ ８， ５６５

７， ７２ ０， ０００

１， ４４８ニ箟へ

７２ ，０００

「

４

資本 の部

資　　　　本

皀　　　 資　　　金

資　本　剰　余　金

ｉＥｌｊ　 益　 準　 備　金

丿

特　Ｓリ　積　ま　金

未む ミ損 宍金

（内 、当 期利 益金）

３， ０９９， ７２２

４， ０００， ０００

５４３， １６２

３０，０００

３０ ，０００

ム１ ，５０３ ，４４０

ム３３， ８６１

資産合計 １３ ，０６９ ，０ １８ 翫債 ・資本台計 １３，０６９，０１８

－６－



１

２

費　　 肖１ の

事　　　　業　　　　Ｒ

戮　 回　 宣　 伝　 事　業

ｌｉ 場産 業等 後継 者育 成事業

事
　
術

育
　
技

教
　
甍

業
　
協

費
　
会

産業又｛ヒセ ンタ ー管ミ経費

技術 ９究 事業Ｒ

商　 品　 売　 上　 原　価

期首 商品 棚卸高

当期 商品 仕入高

当期 ガラ ス瓦 仕入高

期末 商ｉｌ棚 卸高

ｇ
ほ

福
旅

新
ぼ

湊
水

素
事

ｍ
家

員

般
　
　
　
　
　
利
　

Ｒ
　
聞

一

ノ

耗

管　 ミ　費

燃
台

お
関

手

生
　

通
　
書

厚
　
交
　

回
　
繕

，Ｓ

熱
　
　
　
・
四

光
　
信
　
ｍ
　
刷

道
　
　
　
務

料
議
会

ス

係　団　 体　負　担

－
ｊ

料
当

賃
費

費
費

費
費

Ｒ
Ｒ

賃
貸

料
賃

費
費

金

自
至

損益

令和

令和

部

２４ ，５６９ ，０８８

１５，３ ７１ ，１ ６７

９０４， ８４３

９６，１ ８０

６５０， ０００

１， ３０ ２， ２５０

３７ ，８ ４０

６， ２０６， ８０８

２， ７２４， ３６７

４， ３６２， ９６２

１， ９６３， ００８

ム２ ，８ ４３ ，５ ２９

１０ ，７９５ ，９ ０２

４。 ０８ ４， ９２ （）

９０６， ４７０

１， ９９ ２， ６０３

１５，９２０

５４，１ ００

６７，９ １４

２０ ０， ７７５

３０５， ２６７

３１ ８， １８５

１１ ５， ３１９

２４ ２， ６２０

５０４， ０００

２９ ２， ３８０

１４ １， ９６２

２４ ，５ １５

３４ ，２００

２３ ２， ７００

１

ｊけ 算書
５年　 ４　ＪＥ１　　１　日

６年　 ３Ｊ１３　１　日

収　 益　 の　部

事　　　 業　　　 句、　　　入

ｊｉ ｊａま業 ブラ ンド カＳ ４ヒ ｛１１１ １Ｅ事業匆、入（ ！Ｒ）

じばさんＪＩＥ庫 ＳＤ Ｇｓ 推進事業収入 （１）

ｔ場 産業 （淡 路Ｋ ）ブ ラン ドＳ 成支 援事 業４又入 （市）

地場産品広報等支援事業収入（県Ｒ 局）

ｔｉま弗Ｗｌｌ＝き育成事業収入（市）

教育 事業 収入 （商 工会）

職業 訓練 短期 課程 事業 受託料

産業 文｛ヒセ ンタ ー管 １１ な入

商　　　品　　　売　　　 上　　　高

商　　　 品　　　　収　　　　入

が　 う　　ス　　 瓦　　収　　入

ポス ター ・マ ニュ アル 収入

ｔ

課
　
Ｍ

課賦
　
賦
　
特

ｅ
２

－７－

等

ｔ
　
賦

な
　
な
　
ま

入

入
　
金

単位 ：Ｒ

２４，２３１ ，３２４
１

４， ０００， ０００

２， ０００， ０００

７， ０００， ０００

７２０， ０００

６５０， ０００

４８，０９０

９１ ９， ８４３

１， ３０２， ２５０

７， ５９ Ｕ４１

５， ４４ ７， ７３ ０・

２， １３ ３， ４４３

９， ９６８

９， ４４ １， ２００

７， ７３ ７， ２００

１． ７０４、 ０００



租　　　税　　　佰　　　課

慶　　　　　弔　　　　　費

接　　待　　交　　際　　費

保　　　　　険　　　　　料

雑　　　　　　　　　　　　Ｒ

敷　　地　　整　　備　　Ｒ

寄　　　　　付　　　　　金

ま］　　 払　　　利　　　息

経　　 常　　 利　　益

３４ ｊ００

４６ ，５００

６２０， ２７２

８４ ，７５０

３３ ７， ７１０

５３ ，５０６

３３ ，０００

５２ ，２ １４

３８ ，１ ３９

３　　 事　　 菓　　 外　　 収　　入

雑　　　　　　　収　　　　　　入

試　　験　　依　　頼　　勾、　　入

受　　　　Ｊ｛又　　　　私　　　　息

へ， ７３ ０， ６０５

１， ６８ ５， ５７９

４５，０００

２６

合　　　　　計 ３５ ，４０３ ，１ ２９ 合　　　　　計 ３５ ，４ ０３ ，１ ２９

税５１前 当期 利益金 ３８ｊ３９ 経　　　常　　　 ｌｊ　　　さ ３８ ，１ ３９

ム　　　　　計
口　　　　　　　ｐ ３８ ，１ ３９ 台　　　　　　計 ３８ ，１ ３９

缶　　 人　　 税　　等

当　 期　 利　 益　金

７２ ，０００

ム３３， ８６１

税５１前 当期 利益金 ３８ ，１ ３９

合　　　　　計 ３８ ，１ ３９ ．６ヽ　　　　計にづ
３８，１ ３９

－８－



産業大化センター指定管を者基本協定書 （案）

令和　 年　 Ｊｊ　日

南あわじ市
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やら化ゼ ンタ ー指定管ミ者ル本協定書（案）

南あ わじ 市（ Ｊツ、下 「市 」と いう 。） と淡 路瓦 工業祖合 （谿、下 「指 定管 ｔ者 」と いう 。）

とは 、南 あわ じ市蒐業文化セン ター 条タ４』 （平成１ ７年南あ わじ 市条例第 １３６号。鉢下

「条 例」 とい う。 ）第 ２条 で定 める 南あ わじ 市ま業ズイヒ セン ター の施設の うち 、展示

館、 実回館（け下 「施鼈」 とい う。 ）の管そ亂営 に関する 業務 （跂下「管ミ業務」と

いう 。） につ いて 、南あわ じ市ぬの施鼈にＷ る指定管を者の指定手続等に関する 条例

（平成１７年南あわじ市条例第 ２０６そ）第 ７条の規定に基づき、 次の事癢によ り協定

を締結す る。

（趣 回）

第１ 条　 この協定は、 条Ｍ第１３条の規定に より 指定管を者に指定 された指定管を者

が行 う施鼈の管理業務に関 し必要な事徼を定める もの とす る。

（管垣１業務）

第２ 条　 市は 、地場天覧の 啓発 並び にかねら 七朧のｔ曵‾ｋび伝統の曁倅に 資す るほ か、

高齢者の生涯対策、異業種交流等を推進 し、 ｊ加域のか生イヒ を回 り、 産業准。化振皸の拠

畆と する ため に管 Ｊｌ して きた 施鼈の鼈置ＪＩ念 にＪＩづ き行 う管 ミ業務を 効果 的かつ

効率自刎こ実施す るた め、 条Ｍ第１３条第２ 項の規定に基づき 、次に掲げる 喩を業務

を指ｔＷＪＩ者に行わせる もの とす る。

（１）ちＡの使万］の嵜‾罵攷びその取ｉ肖 し並びに施鼈の維持管ＪＩに関する こと

（２）使用者が施鼈、 備品等を損傷 し、 又は獵失 した とき にお ける 損害賠償の手続に

関すること

（３）前 ２号に掲げる もの のほ か、 市長が別 に定める 業務

（指定管Ｊミ者の責務）

第３ 条　 指定管Ｊｌ者は、 ｊ加力自 治法その他の 関｛京法令八び条Ｍそ の他の関係規程等

並び にこ の協定の 定め ると ころ に従 い信義に 沿っ て誠実に これ を履行し 、施鼈が

適‾をかつ円 滑にミ営 されるよ うに管き しなければな らな い。

２　 指定管ＪＩ者 は施鼈を 常に 善良 なる 管を者の 注意 をも って 管ＪＩし なければ ならな

ｘｚｙ

３　 指定 菅垣１者 は、 施鼈使ＲＩ者 の被 災に 対す る第 一次 責任 を有 し、 施設 又は施鼈使

用者 に災 害が あっ た場合は 、ｉ！！速かつ適切な が応 を行 い、 速や かに 市に 報告 し、

市の指示に従 うも のと する。

４　 馳定喩ミ慝は、そ垣１業務の継巍が困難 とな った場脅又はそのるれが生 じた４台

には、速やかに市に報告し、市の指示に従う もの とする。

（指 定の 期間）

第４ 条　 市が 指定管ミ者に 指定 管Ｊｌ者 とし て指 定す る期 間は 、令 和７ 年４ Ｊ１ １日か

ら令和１ ７年 ３Ｊ１３　１日 まで とす る。

２　 管を業務 に係 る事業年度は 、毎年４ Ｊ１ １日 から 翌年 ３１　３　１　日ま でと する。
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（利 用料金）

第５ 条　 指定管を者は 、施数に係る 利升Ｘ料金を 萢該指定管ミ者の ４又 入と して 収受す

る。
－

（事業計 画書）

第６ 条　 指定 管Ｊミ者 は、 毎年 度、 市が 指定する 期日 まで に事業計画書 を提 ぶし 、市

の承認を得なければな らない。

２　 市八び指定管ＪＩ者は、事業計画書を変更し よう とす ると きは、市 と指定管Ｊｌ者

の協議に より 決定する もの とす る。

（事業報 告）

第７ 条　 指定管ミ者は 、実施し た事業の Ｆ大丿容八び実績 につ いて 、毎事業年度終了後

５１　３　１　日ま でに 、喩え業務に係る 事業報告書を 市にをｍ しな けれ ばな らな い。

２　 前項の事業報告書に笆載す る事項は、次のと おり とす る。 ただ し、 市が指示し

たと きは、葹該方法に よる もの とす る。

（１）管Ｊｌ業務の実施状況

（２）施獸の利丿目状況

（３）使用料 （娶ＪＲｊ料）の収入の実績
●

（４）管ミ経費の収支決算

（５）そ の他市が 必９ と認 める 事項

３　 指定管理者は、鼈支に関する帳簿その他事業に係 るお録を整備 し、 常に経回状

況を篤ら かに しておく とと もに、市が必要と 認め ると きは、そ の状況を報告 しな

けれ ばな らな い。

４　 市は 、喩を業務の 適ｊ］Ｅ を期 する ため 、指 定喩を者 にが し、 前項 に掲 げる ものの

ほか管ミ業務 ‾瓦び経 肖１ の状況に 関し 、必要に 応じ て臨 時に 報告 を求 め、 実地 に調

査し 、又 は必要な指示 をす るこ とが でき る。

（指定管 ＪＩ料）

第８ 条　 指定管ミ者が 第２ 条に規定する 管理業務 に笂する 指ｔ管ＪＩ料の額 は、 年獸

１， ３００， ０００　Ｆ］ （１０年間あたり １３，０００，０００ 円、 逖費税攷、び地方消費税含）と する。
２　 前項に規定する指定管週Ｘ料は、指定管ｊｌ者の請求によ り毎年２ 回（ ４１ 、１０　ＪＩ　）

の分割にて支払う もの とす る。

（施鼈修繕等）

第９ 条　 指定管を者が管ミする施鼈Ｔｋび鼈備機器等の修繕等については指定管ミ者
が市 と協議の 上、 指定管ミ者の責め に帰すべき事畆が ない場合、市が自 ‾已の費 ｊＦｊ

と責任において実施す るも のと する。

２　 前項 Ｊこえ外の修繕等 につ いて は、 すべて指定喩週１者が 自己の費用と 責任 にお いて

実施する もの とする。

（緊急時の対応）

第１０条　指定期間 中、 管ミ業務 の実施に 関連 して事故や災害等の緊急事態が発生し

た場合、 指定管ミ者は速やかに 必要 な措置を講じ ると とも に、 市を 含む関Ｗ者に

対して緊急事態発生の回を通報 しなければな らない。
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２　 事故 等が 発生 した 場合 、指 定管 を者 は市 と協 力し て事故等 の原 因調をに 肖たる

もの とす る。

（市 によ る指定の 取り 消い

第１１条　市は 、指 定管 Ｊｌ者が 次の各倚のいずれかに該肖 する と認めた とき は、 指定

管を者の指定をな り消 し、 又は期間 を定めて ＷＪｌ業務のを部又は一部 を停止させ

るこ とができ る。

（１）本協定内容 を履行せず、 又は これ らに違縦 した とき

（２）管理業務の実施に際 し不モ行為があっ たとき

燉管ミ業務の処Ｊｌが著し く‾葵適肖と 簒め られ るとき

（４）条Ｍの廃止等に より 指定をす る心・が なく なっ たとき

（５）前恠匙の他指定管週１者が施鼈の管を者と して喩を業務 を継続す るこ とが適慝

でな いと 認め られ るとき

２　 市は 、前項に 基づ いて 指定 の取 り消 しを 行お うと する とき には 、事前に その卮

を指 定管ミ者 に通 お］ した 上で 、次 の事項に つい て指 定管 ＪＩ者と 協議 を行わな けれ

ばな らな い。

Ｘ、１） 指定の取 り消 しのミ魚

（２）指四ミ者に よる 改善策の提示 と指定の旬、ち消 しま でのお予期間 の鼈定

（３）その他必■な事項

３　 第１ 雍の 規定 によ り指 定を 取り ｍし 、又 は期 獸を 定め て管 Ｊミ 業務 の兔部又 は一

部の停止 を命 じた 場合 にお いて 、指 定管 ＪＩ者に損害 ・損失や増加費用 が生 じて も、

市けその賠償の責めを負わない。

（指 定管 ＪＩ者に よる 指定の取 りｍ しの 申芭）

第１２条　指定管理者は、次のいずれかに該肖する場合、市に対 して指定の取 り消し

を申 しｍ るこ とができ るも のと する。

（１）市が本協定甄容 を履行せず、 又は これに違縦し たとき

（２）市 の責 に帰すべ き事 畆に より 指定 管ＪＩ者 が損害又 は損失を 被っ たとき

（３）そ の他指定管ミ者が 心９ と嘉める とき

２　 市は 、前 項の 串ｉ を受 けた 場合 、指 定管ミ者 との 協議 を経 てそ の措置を 決定す

るも のと する。

（原状回復義務）

第１３条　指定管ＪＩ者は、 その指定の期間が満了 した とき 、又は指定をなり 消さ れ、

若し くは期鶚 を定 めて 管ｊｌの 業務 の兔部若 しく は一 部の停止 を命 じら れた とき は、

その管Ｊｌしなく なっ た施鼈又は鼈備機器等を速やかに罌、状 に回復しなければなら

ない。ただし、市の承認を得た場合は、 このｍり ではない。

（損 害賠償等）

第１４条　指定管Ｊミ者 は、 施鼈の管ミ業務の履行 にあ たり 、又 は指定管 ＪＩ者の指定が

なり 消さ れた場合において、指定管Ｊミ者の責に帰すべき 事亟によ り市又は第ミ者

に損 害を 与え たと きは 、そ の損 害を 賠償 しな けれ ばな らな い。 ただ し、 市が 特ｊ３１」

の事情が ある と認 めた とき は、 市はその全部又は一部 を免除す るこ とが でき るも
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⑩

⑩

のと する。

２　 前項 の場合に おい て、 損害 を受 けた 第二者の 求め に応 じ市 が損害を賠償 したと

きは、市は指定管ミ者に対 して求償権を有するも のと する。

（権利・ 義務の譲渡の禁止）

第１５条　指定喩を者は、こ の協定に よっ て生 じる 権利又は義務 を第三者に譲渡し、

若し くは継承 させ 、又 は担保に 供し ては なら ない。

（一括‾呉委おＥ等の禁止）

第１６条　指定管ＪＩ者 は、 管ｊｌ業務のを部又はその圭た る業務を一括 して第ミ者に下

請け させ、又 は再委託する こと はで きな い。

（第ミ者によ る実施）

第１７条　指定管ＪＩ者は、 管ミ業務を自 ら行 うも のと し、 第ミ者に委託 し、 又は請け

負わせて はな らな い。 ただ し、 事前に市の書面に よる 承諾を得た場合‾ｋび市が認

める設備機器等の保守点検業務について は、 この限り でな い。

（個人情報の保護）

第１８条　指か管ミ者は、管を業務を実施する に售たっ ての個人情報のな り扱いにつ

いて は、 ＳＩ」ｋ 「個人情報取扱特記事爆」 を厳守しなければなら ない。

（協 定の 改定）

第１９条　施鼈の鷽を業務に回し、事情が変ＴｇＥｆし たと き又は特ＳＩ」な事情が生 じた とき

は、 市指定管ミ者協議の上、こ の協定を改定する こと ができる。

（疑義等についての協議）

第２０条　この協定に回 し疑義が生じ たと き又 はこ の協定に特ＳＩ」 の定めの ない事項に

ついては、市指定管ミ者協議の上、 これを定める もの とす る。

この 協定 の締結を 証す るた め、 本書 ２ｊ を作成し 、市指定 管ＪＩ者記佑押印 の上、

各自 その １Ｊを保有す る。

令和 年　　 Ｊｊ 日

南あ わじ市 兵庫県南あわ じ市市善光寺 ２２ 番地１

南あ わじ 市長

指定管ミ者

守　本　 憲　觚

兵庫県南あわ じ市
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別記

個人情報句、扱特記事項

（基本的 事項）

第１ 条　 指定管ミ者は、個人情報「個人に関する 情報であ って 、特定の個人 が識ＳＩ」

され、又 は識鬚さ れ得 るも のを いう 。以 下鶚 じ。 ）の保護の重要ｔ生を 認識 し、 この

協定によ る業務を実施する に肖 たっ ては、個人の権利利益を侵害するこ とのない

よう 、個人情報を適正にな り扱わなければな らな い。

（秘密の保持）

第２ 条　 指定管理者は 、こ の協定に よる 業務 に関 して 加る こと ので きた個人情報を

他に 漏ら して はな らな い。 この 協定 が終 了し 、又 は解 除さ れた 後に おい ても 、回

様と する。

（鼈集の Ｗ辰）

第３ 条　 指定管を者は、こ の協定に よる 業務 を行 うた めに個人情報を収集す るとき

は、 その業務の目 的を達成する ために必Ｓな範囲もで、適法かっぬｍな手段によ

尚り 行わなければなら ない。

（適 ｍ管 ＪＩ）

第４ 条　 指定管ミ者は 、こ の協 定に よる 業務 に関 して 加る こと ので きた 個人 情報の

龍えい、 滅失八びき損の防止その他個人情報の適ｍな管ＪＩのため に必・なお置を

講じなければなら ない。

（利用及び提供の制限）

第５ 条　 指定管理１者 は、 市の指示又は承諾があ る場合を除き 、こ の協定に よる 業務
に関 して加る こと のできた個人情報を協定の 目的八弗の目 的に利只ｊし 、又 は第ミ

者に提供 して はな らな い。

（複写又は複製の禁止）

第６ 条　 指定管ミ者は 、こ の協定に よる 業務 をタリ１Ｘす るた めに 市か らり ｜き 渡さ れた

個人情報がＥ録さ れた資料等を 、市の承ぶな しに複写 し、 又は複製 して はな らな

し尨

（再委託 の禁止）

第７ 条　 指定管ミ者は 、こ の協 定に よる 業務 を行 うた めの 個人情報 のもｊｌ は、 自ら

行う もの とし 、市が承諾した場合を 除き 、第ミ者にそ の処理１ を委おＥ して はな らな

し尨

（資料等 の返ぎ等）

第８ 条　 指定管ミ者は 、こ の協定に よる 業務 を処ＪＩする ため に市から ら＼ き渡 され、

又は指ｔＷミ者自 らが収集若し くは作成 した個人情報がお録さ れた資料等は、業

務完了後直ち に市に返ぎし、又 はり ｜き 渡す もの とす る。 ただ し、 市がＳＩ」に聡示し

たと きは、その指示に従う もの とす る。

（従事者への周加）
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第９ ヨ兼　ｍ定ＷＪＩ考は、 この岌定によ る■務に従事する希に対し て、 在職中‾珍、び追
職後 にお いて 、こ の業務に 関し て祕るこ との でき た個 人情 報を 他に 龍ら して はな

らな いこ と、 協定 の目 的ふ外の 目的 に使 万１ して はな らな いこ とな ど個 人情報の保

護に 関し 必要 な事項を 周知する もの とす る。

（実地調査）

第１０条　市は、必要が ある と認める とき は、 指定管Ｊｌ者がこ の協定に よる 業務の執

行に 葹た りな り扱 って いる 個人情報の状況に ついて随時実覓に調をする こと がで

きる。

（事故報 告）

第１ １条　指定鷽を者は 、こ の協 定に 違反 する 事態 が生 じ、 又は 生ず るお それ のある

こと を叭］つ たと きは 、速やか に市 に報告し 、市 の指示に 従う もの とす る。
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